
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文 
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行 
 

 

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令

第
二
百
二
十
号
） 

 
 

（
処
分
の
通
知
の
指
定
）  

第
三
条 

法
第
三
条
第
一
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
又
は
処
分
の
通
知
等
）
の
規
定

に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
処
分
の
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る

処
分
の
通
知
と
す
る
。 

一
～
三 

（
省
略
） 

四 

別
表
第
八
号
、
第
一
三
号
の
二
か
ら
第
一
六
号
ま
で
、
第
一
九
号
か
ら
第
二
四
号
ま
で
、

第
二
八
号
、
第
三
〇
号
、
第
三
一
号
又
は
第
三
四
号
か
ら
第
三
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
申
請
又

は
申
告
に
対
す
る
許
可
又
は
承
認
の
通
知 

              

 

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令

第
二
百
二
十
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（
処
分
の
通
知
の
指
定
）  

第
三
条 

法
第
三
条
第
一
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
又
は
処
分
の
通
知
等
）
の
規
定

に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
処
分
の
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る

処
分
の
通
知
と
す
る
。 

一
～
三 

（
省
略
） 

四 

別
表
第
八
号
、
第
一
四
号
、
第
一
六
号
、
第
一
九
号
か
ら
第
二
四
号
ま
で
、
第
二
八
号
、

第
三
〇
号
、
第
三
一
号
又
は
第
三
四
号
か
ら
第
三
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
申
請
又
は
申
告
に
対

す
る
許
可
又
は
承
認
の
通
知 

              



別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
関
係
） 

番
号 

手 
 
 
 
 
 

続 
一  

一
〇 

一
〇 

の
二 

一
一  

一
三 

一
三 

の
二  

一
四  

一
五  

一
六  

二
二 

二
二 

の
二 

二
三  

四
三 

 
（
省 
略
） 

 

関
税
法
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
外
国
貿
易
船
の
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
の
規
定

に
よ
る
入
港
届
の
提
出 

 

（
省 

略
） 

 

関
税
法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
船
舶
又
は
航
空
機
と
陸
地
と
の
交
通
等
）
の
規
定
に
よ

る
貨
物
の
積
卸
の
許
可
の
申
請
（
次
号
に
掲
げ
る
申
請
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限

る
。） 

関
税
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
（
許
可
を
受
け
て
保
税
地
域
外
に
置
く
外
国
貨
物
）

の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請 

関
税
法
第
三
十
二
条
（
見
本
の
一
時
持
出
し
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
海
上
運

送
貨
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。） 

 

（
省 

略
） 

 

関
税
法
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
（
保
税
展
示
場
に
入
れ
る
外
国
貨
物
に
係
る
手
続
）

の
規
定
に
よ
る
申
告 

 

（
省 

略
） 

 
 

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
関
係
） 

番
号 

手 
 
 
 
 
 

続 

一  

一
〇   

一
一  

一
三    

一
四  

一
五  

一
六  

二
二   

二
三  

四
三 

 

同 

上 

    

同 

上 

    

関
税
法
第
三
十
二
条
（
見
本
の
一
時
持
出
し
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
海
上
運

送
貨
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。） 

削
除 

  

同 

上 

    

同 

上 
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